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豊中市特別職報酬等審議会 



平成 19年 2月 19日 
(2007年) 

豊中市長 
 淺利 敬一郎 様 

 

豊中市特別職報酬等審議会 

会長 西口 公之 

 

特別職の報酬等について（答申） 

 平成 18年 12月 27日付け豊総人第 837号で諮問のあった議会の議員の報酬並
びに市長及び助役の給料の額について審議会において慎重に審議した結果、次

のとおり答申します。 
 

記 

 

１ 特別職の報酬等の額について 

議会の議員の報酬並びに市長及び助役の給料の額については、現行額を据

置くことが適当である。 
 
２ 報酬等の額を据え置くこととする理由 

特別職の報酬等の額は、平成 9年 4月に改定されてから 9年が経過してい
る。 
この間、一般職の給料改定率は、給料表上６．５％減じられている。これ

は、平成 17年度の人事院勧告を踏まえ、豊中市において平成 18年 4月に実
施した給与構造改革（給料の大幅な減額改定）が大きく影響している。 
しかし、給与構造改革においては国家公務員と同様、給料の実支給額は改

定前の額を据え置く“現給保障方式”を採用したため、実質の給料改定率で

は０．４６％の減少にとどまっている。 
大阪府内各市の特別職の報酬等の改定状況を見ると、国家公務員が給与構

造改革を実施した平成 18 年 4 月以降において改定を行なったのは１市のみ
であり、他の近隣都市及び全国の類似都市においてもほとんど改定されてい

ない。また、府内他市との比較における本市の報酬等の額は、人口規模及び

行政水準等を考慮すると、著しく突出はしておらず、また特別に落ち込んで

いるとも言えない。 



本市の財政状況は、赤字体質からの脱却には未だ至っておらず、行財政再

建計画の途上にある。そのため、市長は行政執行責任者として助役等ととも

に給料を自主的に減額している。現行の自主減額期間は平成 19 年 3 月末ま
でであるが、平成 19 年 4 月以降も新たな自主減額の方向性を示唆されてお
り、また、議会の議員についても現在、期末手当を自主減額している状況に

ある。 
一方、市長は市を統括し、代表する地位にあり、助役は市長を補佐する最

高の補助機関である。いずれも常勤であり、給料額はその職責に見合ったも

のでなければならない。また、議会の議員については、代表制民主主義の根

幹をなすものであり、その報酬額は議員活動を保障し、優秀な人材を確保す

るために十分な額とする必要がある。 
 
こうした様々な情勢等を勘案し、今のところ市長等の報酬等の額を改定す

る必要はないとの結論に達した。 
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